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コミットメントライン極度額変更に関するお知らせ 

 

当社は、従来より親会社等である森トラスト株式会社と、コミットメントラインを設定してお

りますが、本日付で極度額を下記のとおり変更（減額）いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．コミットメントライン極度額変更（減額）の内容 

変 更 の 理 由   棚卸資産の販売進捗に伴い借入金が減少したため、今後の事業資金 

として必要な金額に極度額を修正するものです。 

なお、今後においても借入金の減少に伴い機動的に極度額を修正する

予定ですが、その内容については決算短信の注記事項等において開示

してまいります。 

現 行 極 度 額 290 億円 

変更後極度額 250 億円 

極度額変更日 平成 23 年 3 月 31 日 

資 金 使 途 運転資金 

 

２．親会社等の概要 
商 号 森トラスト株式会社 
所 在 地 東京都港区虎ノ門二丁目 3 番 17 号 
代 表 者 代表取締役社長  森 章 
属 性 親会社 
議決権所有割合 50.7％（平成 22 年 12 月 31 日現在） 
事 業 内 容 都市開発、ホテルの経営および投資事業 

 

以 上 

 


